
東京カード法人会員規約（個人システム型法人会員用） 新旧対比表

改定箇所は、以下の赤字の通りとなります。

改定前 改定後 （2025年4月改定）

第１５条（費用の負担）
１．使用者は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料そ
の他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料（ただし、当社が受領
するものは除きます）、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を
負担するものとします。
２．使用者が支払期日において当社に支払うべき債務の口座振替、引落しもしくは自動払
込みができない場合、または当社指定口座への振込が支払期日までにされなかった場合には、
システム処理料、事務手数料およびその他カード利用代金等（ただし、キャッシング利用代金
を除く）の弁済の受領に要する費用として、440円（税込）を使用者は負担するものとしま
す。

第１５条（費用の負担）
１．使用者は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料そ
の他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料（ただし、当社が受領
するものは除きます）、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を
負担するものとします。
２．使用者が支払期日において当社に支払うべき債務の口座振替、もしくは自動払込みが
できない場合、または当社指定口座への振込が支払期日までにされなかった場合には、システ
ム処理料、事務手数料およびその他カード利用代金等（ただし、キャッシング利用代金を除
く）の弁済の受領に要する費用として、当社所定の手数料を使用者は負担するものとします。

第４２条（キャッシングリボの利率および利息の計算）
１．キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記＜キャッシング
リボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりとします。ただし、利
息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結
果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで
当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場
合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率お
よび当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。

第４２条（キャッシングリボの利率および利息の計算）
１．キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記＜キャッシング
リボ・海外キャッシュサービスの返済方式・回数、利率等＞に定めるとおりとします。ただし、利
息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結
果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで
当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場
合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率お
よび当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。

第４３条（キャッシングリボの借入金の支払い）
１．キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠
に応じて、当社が決定し、変更できるものとします。ただし、本使用者が希望し当社が適当と
認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によることができるものとします。

第４３条（キャッシングリボの借入金の支払い）
１．キャッシングリボの返済方式は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠
に応じて、当社が決定し、変更できるものとします。ただし、本使用者が希望し当社が適当と
認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によることができるものとします。

第４７条（海外キャッシュサービスの利率および利息の計算）
１．海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記＜
キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりとします。
ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の
適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上
限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下
げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この
上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあ
ります。

第４７条（海外キャッシュサービスの利率および利息の計算）
１．海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記＜
キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方式・回数、利率等＞に定めるとおりとします。
ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の
適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上
限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下
げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この
上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあ
ります。

第４８条（海外キャッシュサービスの借入金の支払い）
１．海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は１回とします。

第４８条（海外キャッシュサービスの借入金の支払い）
１．海外キャッシュサービスの返済方式は、元利一括返済、返済回数は１回とします。

＜キャッシングリボご利用時のご注意＞
キャッシングリボの返済方法が毎月元利定額返済の場合、毎月の返済額はご利用残高によ
り以下のとおり変更となり、一度上がった返済額はご利用残高が減っても下がりません。
また、当社が定める会員規約（改定があった場合には改定前の会員規約を含みます。）に
より既に毎月の返済額が定まっている場合も新たなキャッシングリボのご利用がない限り毎月の
返済額は当然には変更されません。新たなキャッシングリボのご利用があった場合には会員規
約の定めにより毎月の返済額が変更される場合があります。

＜キャッシングリボご利用時のご注意＞
キャッシングリボの返済方式が毎月元利定額返済の場合、毎月の返済額はご利用残高によ
り以下のとおり変更となり、一度上がった返済額はご利用残高が減っても下がりません。
また、当社が定める会員規約（改定があった場合には改定前の会員規約を含みます。）に
より既に毎月の返済額が定まっている場合も新たなキャッシングリボのご利用がない限り毎月の
返済額は当然には変更されません。新たなキャッシングリボのご利用があった場合には会員規
約の定めにより毎月の返済額が変更される場合があります。

＜キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞
●キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用条件

※キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用枠が０円の場合

＜キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方式・回数、利率等＞
●キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用条件

※キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用枠が０円の場合

＜リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等＞
・リボルビング払い 実質年率１５．０％
・分割払い

＜リボルビング払い、分割払いの支払回数、手数料率等＞
・リボルビング払い 実質年率１５．０％
・分割払い

＜ご相談窓口＞
１．商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
２．宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記の当社お客様相談室まで

お願いします。

＜ご相談窓口＞
１．商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
２．カード等の利用、請求内容等に係るお問合わせおよび宣伝印刷物の送付等営業案

内の中止のお申出は、下記の当社お客様相談室までお願いします。

（2024年4月改定） （2025年4月改定）

個人情報の取扱いに関する同意条項

第 1 条（個人情報の収集・保有・利用等）
１．①申込み時または入会後に使用者等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記
入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運
転免許証番号、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支
配者、勤務先、資産、負債、収入、国籍、在留資格、在留期間に関する情報等の情報
（以下総称して「氏名等」という）、本規約に基づき届出られた情報、当社届出電話番号
の現在および過去の有効性（通話可能か否か）に関する情報、電話接続状況履歴（全
国の固定電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、
移転先電話番号が含まれる）ならびにお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名
等の情報（以下総称して「属性情報」という）
② 使用者のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数、
IDその他の識別情報等のご利用状況および契約内容に関する情報（クレジットカード利用
可能加盟店等から当社が適法に取得する情報を含み、以下「契約情報」という）
（略）
２．使用者は、当社が下記の目的のために前項の①②③④⑧⑨の個人情報を利用するこ
とを同意します。
① 当社のクレジットカード関連事業（キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同
じ）における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
② 当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③ 当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール
送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④ 当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関
する宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール等その他の通信手段を用いた送信
⑤当社が認めるクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等および当社の提携す
る者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービスにおいて、個人情報に係る
データを照合、分析することにより、統計レポートを作成すること（個人を識別し得ない統計情
報として加工したものに限る）

第１条（個人情報の収集・保有・利用等）
１．①申込み時または入会後に使用者等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記
入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運
転免許証番号、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支
配者、勤務先、資産、負債、収入、国籍、在留資格、在留期間に関する情報等の情報
（以下総称して「氏名等」という）、本規約に基づき届出られた情報、当社届出電話番号
の現在および過去の有効性（通話可能か否か）に関する情報、電話接続状況履歴（全
国の固定電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、
移転先電話番号が含まれる）ならびにお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名
等の情報（これらすべての変更情報を含み、以下総称して「属性情報」という）
② 使用者のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数、
IDその他の識別情報等のご利用状況および契約内容に関する情報（加盟店等から当社が
適法に取得する情報を含み、以下「契約情報」という）
（略）
２．使用者は、当社がクレジットカード関連事業（キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を
含む。以下同じ）、外貨両替その他の事業、およびこれらに付随する事業の次の目的のため
に前項の①②③④⑧⑨の個人情報を利用することを同意します。
① 新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
② 市場調査、商品開発
③ 宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業
活動
④ 当社が認める加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送
付、電話および電子メール等その他の通信手段を用いた送信
⑤当社が認める加盟店等その他地方公共団体等および当社の提携する者等の各種プロ
モーション活動等を支援するデータ分析サービスにおいて、個人情報に係るデータを照合、分
析することにより、統計レポートを作成すること（個人を識別し得ない統計情報として加工した
ものに限る）

＜加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号＞
○名 称：株式会社シー・アイ・シー
（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒160-8375 東京都新宿区西新宿1－２３－７

新宿ファーストウエスト１５Ｆ
電話番号：０１２０－８１０－４１４
ホームページアドレス：https://www.cic.co.jp/

＜加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号＞
○名 称：株式会社シー・アイ・シー
（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒160-8375 東京都新宿区西新宿1－２３－７

新宿ファーストウエスト１５階
電話番号：０１２０－８１０－４１４
ホームページアドレス：https://www.cic.co.jp/

提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号＞
○名 称： 株式会社日本信用情報機構
所 在 地：〒110-0014 東京都台東区北上野１－１０－１４

住友不動産上野ビル５号館
電話番号：０５７０－０５５－９５５
ホームページアドレス：https://www.jicc.co.jp

提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号＞
○名 称： 株式会社日本信用情報機構
電話番号：０５７０－０５５－９５５
ホームページアドレス：https://www.jicc.co.jp

（2024年4月改定） （2025年4月改定）

名 称 返済方法 返済期間・返済回数 実質年率

キャッシング
リボ

元利定額
返済
(ボーナス月
増額返済
あり)

最長４年１ヵ月・４９回（新
規ご契約ご利用枠５０万円、
実質年率１８．０％、毎月
返済額１万５千円、５０万
円をご利用の場合）
※返済期間・回数はご利用内
容によって異なります。

一般会員…実質年率
１５．０～１８．０％
ゴールドカード会員…
実質年率 １５．０％

海外キャッ
シュ
サービス

元利一括
返済

２１日～５６日
（ただし暦による）・１回

実質年率
１５．０～１８．０％

名 称 返済方式 返済期間・返済回数 実質年率

キャッシング
リボ

元利定額
返済
(ボーナス月
増額返済あ
り)

最長４年１ヵ月・４９回（新
規ご契約ご利用枠５０万円、
実質年率１８．０％、毎月
返済額１万５千円、５０万
円をご利用の場合）
※返済期間・回数はご利用内
容によって異なります。

一般会員…実質年率
１５.０～１８.０％
ゴールドカード会員…
実質年率 １５.０％

海外キャッ
シュ
サービス

元利一括
返済

２１日～５６日
（ただし暦による）・１回

実質年率
１５.０～１８.０％

名 称 返済方法
返済予定総額および
返済期間・回数等

実質年率

キャッシング
リボ

元利定額
返済

０円、０日・０回。

一般会員…実質年率
１５．０～１８．０％
ゴールドカード会員…
実質年率 １５．０％

海外キャッ
シュ
サービス

元利一括
返済

０円、０日・０回
実質年率
１５．０～１８．０％

名 称 返済方式
返済予定総額および
返済期間・回数等

実質年率

キャッシング
リボ

元利定額
返済

０円、０日・０回。

一般会員…実質年率
１５.０～１８.０％
ゴールドカード会員…
実質年率 １５.０％

海外キャッ
シュ
サービス

元利一括
返済

０円、０日・０回
実質年率
１５.０～１８.０％


